
要保存                                                           令和５年４月７日 

横浜市立石川小学校長 寺園 淳      
 

各種「警報」発令及び災害発生時における児童の安全確保について  
 
 児童の登下校の安全につきましては、平素よりご協力をいただき感謝申し上げます。児童の安全確保を更に万全なものとするために、本校は次のように対応してまいります。 
皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

      発 生 状 況         家 庭 の 対 応           学 校 の 対 応  

 
 
 
 
 登 
 
 
 校 
 
 
 前 

特別警報 
暴風警報 
大雪警報 
暴風雪警報 

 神奈川県全域または神 
 奈川県東部に午前６時 
 の時点で左記の各警報 
 が発令中の場合 

・テレビ・ラジオ等により警報発令の情報を把握し 

  児童の登校は中止してください。 

             

・学校は一日休校となります。 

・学校からの休校の連絡はありません。 

 大雨警報 
 
 洪水警報 

 神奈川県全域または神 
 奈川県東部に午前６時 
 の時点で左記の各警報 
 が発令中の場合 

・通学路や気象状況を考慮し、児童を安全に登校させてください。 

・警報発令時の登校に際し、遅刻またはやむを得ず欠席してもその

扱いとはなりません。 

・「暴風」を伴わない「大雨・洪水警報」、「〇〇注意報」の場合は、平常通り授業

を行います。 

 大規模地震 

 地震警戒宣言が発令さ 
 れた場合 

・登校は中止してください。 

・地震警戒宣言が解除されるまで学校は休校です（※２）。 

・学校からの休校の連絡はありません。 

地震が発生した場合 

（市内で震度５強以上） 

・原則、当日および翌日は休校となります（※２）。 

Ｊアラート 
神奈川県内にＪアラート
が発信された場合 

・登校を中止し、自宅待機してください。 
・ミサイルが横浜市内に落下した場合は原則、休校となります。 

・上空通過等、安全が確認された場合、教育活動を行います。 

・始業の繰り下げ等についてメール等でご連絡します。 

 
 
 
 在 
 
 校 
 
 中 

 気象に関す 
 る各種警報 

 各種警報が発令された 
 場合 
（特別警報含む） 

・学校からのメール等にて状況を確認の上、児童を引き取りに来て

ください。 
・授業を打ち切り、メール等で「児童引き取り」を依頼します。 

・各学級で確認し、児童を引き渡します。 

大 規 模 地 震 

地震警戒宣言が発令さ 
れた場合 

・学校からのメール等にて状況を確認の上、児童を引き取りに来て

ください。 

・授業を打ち切り、メール等で「児童引き取り」を依頼します。 

・地震警戒宣言が解除されるまで学校は休校です（※２）。 

地震が発生した場合 

（市内で震度５強以上） 

・学校からメール等にて連絡しますが、メール・電話が使えない場

合が考えられます。その場合、状況を判断して児童を引き取りに

来てください。 

・児童を学校内の安全な場所に避難させ、保護者の迎えがあるまで、学校で待機しま

す。迎えを確認し、児童を引き渡します。 

・原則、当日および翌日は休校となります（※２）。 

 

Ｊアラート 
神奈川県内にＪアラート
が発信された場合 

・Ｊアラートの続報等で状況を確認の上、必要に応じて児童を引き

取りに来てください。 

・安全が確認されるまで、児童を校舎内等へ避難誘導し、学校に留め置きます。 

・情報を確認し、上空通過等安全が確認された場合、教育活動を再開します。 

・横浜市内に落下した場合は、引き続き児童を学校で保護します。 

 

 
※１ 状況等により、学校長の判断で学校の対応が変わることがありますが、その場合は学校より連絡いたします。 
※２ 大規模地震等で休校になった際の学校再開については、メール等にてお知らせします。 

被害が少ない等状況によっては、翌日から学校再開する場合もあります。 
        


